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宇都宮市介護予防・日常生活支援総合事業の人員，設備及び運営並びに介護予防・日常生活支援総合事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を

定める要綱（平成２９年告示第７１－５号）の一部を改正する告示 新旧対照表 

改正後（新） 改正前（旧） 

 

宇都宮市介護予防・日常生活支援総合事業の人員，設備及び運営並びに介護予防・日

常生活支援総合事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る要綱 

 

第１条～第６条  （略） 

 

（管理者） 

第７条 

訪問型サービス相当事業者は，訪問型サービス相当事業所ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。ただし，訪問型サービス相当事業所の管理上

支障がない場合は，当該訪問型サービス事業所の他の職務に従事し，又は，他の事業

所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

第８条～第２９条  （略） 

 

（掲示） 

第３０条  （略） 

１～２   （略） 

３ 訪問型サービス相当事業者は，原則として，重要事項をウェブサイトに掲載しな

ければならない。 

 

（記録の整備） 

第３９条  （略） 

⑴～⑵   （略） 

 ⑶ 第４１条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 

 

 

 

 

宇都宮市介護予防・日常生活支援総合事業の人員，設備及び運営並びに介護予防・日

常生活支援総合事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

る要綱 

 

第１条～第６条  （略） 

 

（管理者） 

第７条 

 訪問型サービス相当事業者は，訪問型サービス相当事業所ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。ただし，訪問型サービス相当事業所の管理上

支障がない場合は，当該訪問型サービス事業所の他の職務に従事し，又は，同一敷地

内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

第８条～第２９条  （略） 

 

（掲示） 

第３０条  （略） 

１～２   （略） 

（新設） 

 

 

（記録の整備） 

第３９条  （略） 

⑴～⑵   （略） 

（新設） 
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（訪問型サービス相当の具体的取扱方針） 

第４１条 （略） 

⑴～⑺  （略） 

⑻ 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）を行ってはならない。 

 ⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

 

（管理者） 

第４５条 

 通所型サービス相当事業者は，通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし，通所型サービス相当事業所の管理

上支障がない場合は，当該サービス相当事業所の他の職務に従事し，又は，他の事業

所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 

（通所型サービス相当の具体的取扱方針） 

第５５条 （略） 

⑴～⑺  （略） 

⑻ 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

 ⑼ 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 

 

（改正文） 

令和６年４月１日から適用する。ただし，この告示の適用の日から令和７年３月３

１日までの間は，第３０条第３項（第５３条，第６３条，及び第７２条において準用

する場合を含む。）中，「訪問型サービス相当事業者は，原則として，重要事項をウェ

ブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは，「削除」とする。 

 

 

（訪問型サービス相当の具体的取扱方針） 

第４１条 （略） 

⑴～⑺  （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（管理者） 

第４５条 

 通所型サービス相当事業者は，通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事す

る常勤の管理者を置かなければならない。ただし，通所型サービス相当事業所の管理

上支障がない場合は，当該サービス相当事業所の他の職務に従事し，又は，同一敷地

内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 

（通所型サービス相当の具体的取扱方針） 

第５５条 （略） 

⑴～⑺  （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

（改正文） 

 

 



3 
 

 


